
平
成
三
十
年
政
令
第
三
百
三
十
三
号

平
成
三
十
年
九
月
二
十
八
日
か
ら
十
月
一
日
ま
で
の
間
の
暴
風
雨
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
激
甚
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
激

じ
ん甚

災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
号
）
第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
第
一
項
並
び
に
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
激
甚
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
）

第
一
条
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
災
害
を
激

じ
ん甚

災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
激
甚
災
害
と
し
て
指
定
し
、
当
該
激
甚
災
害
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
を

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
指
定
す
る
。

激
甚
災
害

適
用
す
べ
き
措
置

平
成
三
十
年
九
月
二
十
八
日
か
ら
十
月
一
日
ま
で
の
間
の

暴
風
雨
に
よ
る
災
害

法
第
五
条
、
第
六
条
及
び
第
二
十
四
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
規
定
す
る
措
置
並
び
に
京
都
府
与
謝
郡
伊
根
町
、
和
歌
山
県
東
牟
婁
郡
串
本
町
、
鳥
取
県
日
野
郡
日
南
町
、

鹿
児
島
県
鹿
児
島
郡
三
島
村
及
び
十
島
村
、
熊
毛
郡
屋
久
島
町
並
び
に
大
島
郡
伊
仙
町
並
び
に
沖
縄
県
島
尻
郡
座
間
味
村
及
び
伊
平
屋
村
の
区
域
に
係
る
激
甚
災
害
に
あ
っ
て

は
、
法
第
三
条
、
第
四
条
並
び
に
第
二
十
四
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
措
置

備
考
　
上
欄
の
暴
風
雨
と
は
、
平
成
三
十
年
台
風
第
二
十
四
号
に
よ
る
も
の
を
い
う
。

（
都
道
府
県
に
係
る
特
例
）

第
二
条
　
前
条
の
規
定
に
よ
り
激
甚
災
害
と
し
て
指
定
さ
れ
る
災
害
は
、
都
道
府
県
に
つ
い
て
の
激

じ
ん甚

災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
四
百
三
号
）
第
一
条
第
一
項
及

び
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
並
び
に
都
道
府
県
の
負
担
額
の
算
定
に
つ
い
て
の
同
令
第
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
い
う
激
甚
災
害
に
は
含
ま
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
二
〇
日
政
令
第
四
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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